
大学連携事業 活動報告シート 

 

事 業 名 長久手市特定健康診査等実施計画策定業務 

期 間 平成 24 年 11 月 1 日から平成 25 年 2 月 28 日まで 

連 携 大 学 愛知医科大学 

大 学 窓 口 愛知医科大学 医学部 公衆衛生学講座 

担 当 課 保健医療課 

事 業 内 容 

 医療保険者が、高齢者の医療の確保に関する法律第 19 条にて、実施

計画を立てることとされており、特定健康診査等基本指針に即して、5

年ごとに、5 年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定

めることとされている。今回、長久手市特定健康診査等実施計画第 2 期

策定業務を愛知医科大学へ委託した。委託内容は、(1)特定健康診査等の

具体的な実施方法に関する事項(2)特定健康診査等の実施及びその成果

に関する具体的な目標(3)以上の内容のほか、特定健康診査等の適切かつ

有効な実施のために必要な事項であり、具体的には、長久手市の背景・

現状等分析、健診結果の分析、目標の設定、特定健康診査等の実施方法   

等を行う。 


